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公聴会の実施について

■目 的

○有識者委員会が、提言を取りまとめるため、市民等の発言の場を設
け、公開の場で幅広く市民等の意見の把握を行う

■実施方針

【実 施 日】 平成１５年５月１０日（土） １０：００～

【実施主体】 大和北道路有識者委員会

【実施方法】
○公開（会場に傍聴席を設ける。傍聴希望者多数の場合は、別室でモ

ニターによる傍聴を検討）
○公述時間は、１人あたり１０分以内
○公述人は、約２０人

【公募について】
○広報紙

奈良県内・・・奈良市、大和郡山市をはじめとする３市３町２村
京都府内・・・木津町をはじめとする４町１村

○新聞折り込み
奈良県内・・・奈良市、大和郡山市をはじめとする４市３町３村
京都府内・・・木津町をはじめとする４町１村

○意見要旨（８００字以内）を募集
○公述希望者が多数の場合は、意見を同じくする公述希望者から選定
○公述希望者の選定は委員会で公正に実施

【意見の公表について】
○募集した意見要旨を原文のまま委員会資料とする
○ホームページに掲載
○国土交通省奈良国道事務所などの窓口で閲覧
○発言の要点は、とりまとめて分類・整理し、同様に公表する



■スケジュール

平成15年4月1日(火) 広報紙等による公聴会の公募
（日時、場所、意見を聞く内容、
公述意見要旨の提出期限、等）

↓（２週間）
4月17日(木) 公述意見要旨の締め切り

↓（１週間）
公述意見のとりまとめ

↓
4月中を目途 公述人の選定及び通知（委員会で決定）

↓（締め切りから２週間以降）
5月10日(土) 公聴会の開催




